








 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

電柱は都市景観を損なうばかりでなく、地震などの災害時に倒壊し、ライフラインの途絶や避難

活動・救急活動等に支障をきたす恐れがあります。このため、歩行者の安全で快適な歩行空間の確

保や災害の防止などを目的として、市街地の幹線道路を中心に無電柱化を推進してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【達成状況】 

 松江市中心部の雑賀町付近(延長約 880m)で

は平成17年に既設電柱類の地中化を行うなど、

「電線共同溝の整備等に関する特別措置法」に

基づき各地で電線共同溝方式を中心とした整

備を推進してきた結果、無電柱化率は約 17%と

なり平成 19 年度の目標を達成しました。 

 

達成度報告（指標分析の詳細） 

 

これまで都市中心部の幹線道路において無電柱化を推進してきましたが、その割合は依然高いと

は言えず整備途上です。 

今後も引き続き、市街地における電線共同溝等の整備と併せて、県庁所在地間を結ぶ緊急輸送道

路や日本風景街道等における無電柱化に努めます。 

今後の課題 

 

 電線管理者等を含んで新たに無電柱化計画（H21～H26）を現在策定中のため削除します。 

次期アウトカム指標への反映 

土地区画事業と無電柱化の一体整備 
（広島市段原地区） 

無電柱化の整備イメージ 

整備前 

整備後 
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【県別 幹線道路の無電柱化率】 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。
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効 果 事 例 

 

 
 

 電線類の地中化整備により、歩行者などの安全性向上や良好な都市景観が確保されて

います。 

 【事業概要】 

歩行者の安全な通行を確保 【整備効果】 

事業名①：松江電線共同溝 

一般国道９号松江市雑賀町約 880ｍにおいて、良好な都市景観の形成や歩行者の安全確保

を目的に、平成 17 年度既設電線類の地中化を実施しました。 

事業位置図 

 電線類の地中化により、歩行者の安全な通行の確保や良好な都市景観の形成だけでなく、

災害時のライフラインの確保などにも寄与します。 
 
 [電線類の地中化の効果] 

・歩行者の円滑な交通の確保 

・都市景観の向上 

・災害時のライフライン確保 

・高度情報化社会への支援 

事業実施前後の状況 【国道９号松江市雑賀町】 

事業箇所 

・トラフやボディ管により管路を集

約することでコンパクト化を図

り、歩(車)道における埋設深を浅

くしました。 
・管路断面のコンパクト化、および

これに伴う特殊部断面の縮小を

図ることでコスト縮減に努めま

した。 

コスト縮減の工夫
【浅層埋設方式】 

整備前（上り線） 整備後（下り線） 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。

53



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

アウトカム指標値 

窓口官庁となる施設を、ハートビル法の

利用円滑化基準（出入口、自動ドア、ス

ロープ等）に照らし整備を行いバリアフ

リー化された官庁施設の割合。 

▼指標の解説 

 誰もが安心して暮らせる総合的な交通安全対策や、公共空間、建築物等における

ユニバーサルデザインの導入等の環境整備を推進する。 
３ 

Ⅰ．安全・安心 Ⅱ．自然、歴史・文化 Ⅲ．競争力 Ⅳ．交流・連携 

アウトカム指標：官庁施設のバリアフリー化率 

85％       91％ 
引き続き官庁

施設のバリアフ
リー化を推進

Ｈ19 年度までの目標値 Ｈ19 年度実績値

78％ 

現 状（H14 年度） 

自動扉設置件数
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※エレベーター設置対象施設数 60 

アウトカム指標値を示す図柄・データ等 

・尾道税務署バリアフリー化 

・広島地方検察庁三次支部・区検察庁バリアフリー化 

アウトカム指標を達成するための主要事業 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。

Ｈ19 年度目標達成！ 

H14年度以前
H15年度～H19年度

80 
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112 

官庁施設のバリアフリー化施設数

H14年度以前 H15年度～H19年度

全体施設数 123 

将来（Ｈ24 年度～Ｈ29 年度）
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官庁施設のバリアフリー化率 
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国土交通省においては、窓口業務を行う官署が入居する官庁施設について、高齢者、障害者等すべて

の人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、窓口業務を行う事務室の出入口の自動ドア化、多機能ト

イレの設置等による高度なバリアフリー化を目指した整備を推進しています。 

【達成状況】 
下表のとおり既存施設にエレベーター、身障者用便所を設置したことにより目標を達成しまし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度報告（指標分析の詳細） 

 

 高齢者、既存官庁施設のバリアフリーを推進するとともに、官庁施設の建て替えにあたっては、

オストメイト※対応等の高度なバリアフリー化を推進するための地域連携が必要です。 

※オストメイト：大腸や膀胱の病気治療のため腹部に人工的に排泄のための孔（ストーマ）を造設した人のことです。 

今後の課題 

 

本指標は目標を達成しましたので次期アウトカム指標については設定しません。今後は必要に応じて

整備を行っていきます。 

アウトカム指標への反映 

◆官庁施設のバリアフリー化の達成度 

H14 年度      96 施設／123 施設   78％ 

H18 年度     110 施設／123 施設   89％ 

H19年度     11２施設／123施設   91％ ⇒目標達成！ 

◆官庁施設のバリアフリー化イメージ 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。
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効 果 事 例 

 

 
 

エレベーターを設置することにより、２階以上の各官署へ高齢者、障害者等すべての人が

円滑かつ快適に施設を利用できるようになりました。 

 【事業概要】 

バリアフリー化で誰もが訪れやすい庁舎づくり 【整備効果】 

事業名①：高齢者・障害者施策施設整備隠岐
お き

の島
し ま

地方合同庁舎  【島根県】 

隠岐
お き

の島
しま

地方合同庁舎は、税務署、法務局、労働基準監督署、職業安定所が入居して

います。これらの窓口業務を行う官署が入居する当施設について、高齢者、障害者等す

べての人が円滑かつ快適に施設を利用できるよう、エレベーターを設置するとともに、

視覚障害者誘導用ブロックの設置などの整備を行いました。 
 

■概要 

所在地：島根県隠岐郡
お き ぐ ん

隠岐
お き

の島
しま

町 

延べ面積：1,495 ㎡ 

構造：鉄筋コンクリート造２階建て 

発注：国土交通省中国地方整備局 

設計・監理：国土交通省中国地方整備局営繕部 

工期：2005 年３月－2005 年 10 月 

 

エレベーターの設置 

 

注意喚起ブロック

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。
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基準値
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（H19年度）

アウトカム指標値 

アウトカム指標：港湾におけるプレジャーボートの放置艇隻数に対する収容能力の割合 

        （平成 14 年度の放置艇隻数を基準とする） 

アウトカム指標値を示す図柄・データ等 

 船舶航行や海洋性レクリエーション活動の安全の確保を図る。 5 

Ⅰ．安全・安心 Ⅱ．自然、歴史・文化 Ⅲ．競争力 Ⅳ．交流・連携 

17％       ６％ － 

H19 年度までの目標値 H19 年度実績値 将 来 

０％ 

現 状（H14 年度） 

港湾区域において放置艇となっているプレ

ジャーボート隻数に対し、収容施設の整備に

より、適切な収容が可能となる隻数の割合。

 

▼指標の解説 

【H19 年度（目標）】 【H19年度（実績）】 

アウトカム指標を達成するための主要事業 

・ボートパーク整備事業（広島港、鳥取港） 等 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。

Ｈ19 年度目標未達成

凡 例 目 標 
 

実 績 

湾岸におけるプレジャーボートの放置艇隻数に 

対する収容能力の割合 
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水域利用や船舶航行の支障となっているほか、良好な周辺環境や港湾景観の形成、津波・高潮時

の被害拡大防止を図る上で課題となっている放置艇問題を解消するため、不足するプレジャーボー

トの係留・保管能力の向上を図るべく、ボートパークの整備を促進してきました。 

【達成状況】 

しかしながら、整備を予定していた各地域の事情により、放置等禁止区域の設定を行なうソフト

面と係留保管施設の整備を行なうハード面の両面で事業に遅延が生じたため、目標を達成できませ

んでした。引き続き、各地域の状況に応じて必要となる施設整備ならびに規制措置が行えるよう、

促していきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度報告（指標分析の詳細） 

 

 放置艇対策については、今後とも係留保管能力の向上と規制措置を両輪とする施策を着実に推進

していく必要があることから、関係行政機関や各地域の関係者と今後一層協力し、計画的かつ段階

的な整備が必要です。 

 

今後の課題 

 

 本指標はボートパーク整備の進捗状況を評価するための指標として設定したものですが、プレジ

ャーボートの調査頻度が４年に１回のため適切な目標設定やフォローアップが困難なことから本

指標は廃止します。 

次期アウトカム指標への反映 

不法係留

洪水災害等を助長

生活環境等の悪化
適正係留へ

・保管施設の整備（ハード面）
・放置等禁止区域の指定（ソフト面）

緊急的な放置艇対策が望まれる地域の状況

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。
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効 果 事 例 

 

 
 

 【事業概要】 

適正な係留・保管場所の確保 【整備効果】 

事業名①：ボートパーク広島整備事業 

（PFI 事業、H19 年度一部供用開始） 

小型船係留施設（桟橋、駐車場、管理棟等）を整備し広島湾地域のプレジャーボートの放置

艇問題解消を図ります。 

※PFI 事業：公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の資金、

      経営能力及び技術能力を活用して行う手法の事業。

桟橋写真 

完成予想図

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。

 係留施設の整備により、港湾地区の秩序と安全性の確保が期待されます。 
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効 果 事 例 

 

 
 

 係留施設の整備により、港湾地区の秩序と安全性の確保が期待されます。 

 【事業概要】 

適正な係留・保管場所の確保 【整備効果】 

事業名②：ボートパーク整備事業  鳥取港【鳥取県】 

・荒天による河川の増水時に放置艇の漂流 

・衝突の危険を未然に防ぐ。 

・不法駐車、夜間騒音、ゴミ投棄等の周辺住民への公害の解消 

・河川敷を初めとする公共水域の良好な水辺環境の保全・創出 

・ボートパーク整備による景観向上・交流機会の増加 

・プレジャーボートの利用者のマナー向上 

鳥取港ボートパーク計画平面図

鳥取港及び周辺水域における放置艇を解消するためボートパークを整備完成させ、公共水域の適正利用を図

るとともに、荒天時における放置艇の漂流・衝突等の危険を未然に防ぐものです。 

また、放置艇に伴う夜間騒音、ゴミ投棄等による周辺住民への被害を防ぐと共に、景観の向上を図ります。

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。
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アウトカム指標値 

アウトカム指標値を示す図柄・データ等 

 高度医療機関へのアクセス時間の短縮を目指す。 ６ 

Ⅰ．安全・安心 Ⅱ．自然、歴史・文化 Ⅲ．競争力 Ⅳ．交流・連携 

アウトカム指標：第３次医療施設の１時間カバー率 

約 88％      約 93％ 
引き続き第３次

医療施設への到

達時間短縮に向

けた取り組みを

推進 

Ｈ19 年度までの目標値 Ｈ19 年度実績値
【人口カバー率】 

約 65％      約 72％ 

Ｈ19 年度までの目標値 Ｈ19 年度実績値

【面積カバー率】 

約 87％ 

現 状（H14 年度） 

約 63％ 

現 状（H14 年度） 

◆第３次医療施設に１時間で到達可能な圏域 

・中国横断自動車道 姫路
ひ め じ

鳥取
とっとり

線（佐用
さ よ う

～大原
おおはら

） ・中国横断自動車道 尾道
おのみち

松江
ま つ え

線（尾道
おのみち

～三次
み よ し

）  

・国道 179 号 奥津
お く つ

～上斎
かみさい

原
ばら

バイパス（岡山県）  〔平成 15 年度供用〕 

・国道９号 出雲
い ず も

バイパス（島根県）       〔一部暫定供用〕    等 

アウトカム指標を達成するための主要事業 

▲▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

国立病院機構　関門医療センター

広島大学病院

松江赤十字病院

国立病院機構　浜田医療センター

山口大学医学部付属病院

山口県立総合医療センター

国立病院機構　岩国医療センター

国立病院機構　呉医療センター

鳥取大学医学部付属病院
鳥取県立中央病院

津山中央病院

福山市民病院

広島市立　広島市民病院

県立広島病院

島根県立中央病院

岡山赤十字病院

川崎医科大学付属病院

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。 

Ｈ19 年度目標達成！ 

Ｈ19 年度目標達成！ 

将 来（概ね 10 年後） 

凡　例

1時間カバー圏

平成14年度まで

平成15年度～19年度（予定）

供用区間

事業中区間

計画区間
第3次医療施設

※平成15年度以降に追加された
第3次医療施設の1時間カバー圏域を含む

第 3 次医療施設（重篤な患者を 24 時間体制で

受け入れ、高度の診療を提供する救急救命セ

ンター等の医療施設）に 1 時間以内に到達可

能な地域の面積・人口の割合 

▼指標の解説

約87%
約93% 約88%

約63%
約72% 約65%
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（H14年度）

実績値

（H19年度）

目 標

（H19年度）

人口カバー率

面積カバー率第３次医療施設１時間カバー率 
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自動車への依存度が高い山陰や内陸部では、急速な高齢化が進行する中、高次医療サービスの享

受など、緊急時における迅速な活動を支援するため、幹線道路ネットワークの整備を推進してきま

した。 

 

【達成状況】 

岡山県の鳥取県境付近では「奥津
お く つ

～上
かみ

斎
さい

原
ばら

バイパス」が平成15年11月に供用し、これにより、

鏡野町
かがみのちょう

上斎
かみさい

原
ばら

（旧上齋原村
かみさいばらそん

：人口948人 面積90.5m2)の人々が、第3次医療施設へ1時間以内で到達

できるようになりました。 

このように、バイパスや幹線道路ネットワークの整備等により第３次医療施設の１時間カバー圏

が拡大するとともに、浜田医療センターなど新たな第３次医療施設とそれらへのアクセス向上に寄

与する道路の一体的な整備を推進した結果、平成19年度の目標値を達成しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

達成度報告（指標分析の詳細） 

 

 本指標については、今後の取組に記載した事業の進捗を評価する指標として必要であるため、継

続して使用します。 

次期アウトカム指標への反映 

 

これまでの取組みにより、第３次医療施設への１時間カバー率は向上しましたが、未だ山陰や内

陸部には第３次医療施設へ１時間以内で到達できない地域が多数残されています。 

今後も引き続き、山陰や内陸部を中心に、安全で信頼性の高い幹線道路ネットワークの整備が必

要です。 

今後の課題 
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（参考）県別の第３次医療施設の１時間カバー率 

第３次医療施設の１時間カバー率(面積) 第３次医療施設の１時間カバー率(人口) 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。 
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効 果 事 例 

 

 
 

第３次医療施設のカバー圏の拡大により、非常時に高度医療サービスが受けられる人口が増加し、

地域住民の生活への不安が解消されます。 

 【事業概要】 

第３次医療施設の１時間カバー圏の拡大 【整備効果】 

事業名①：国道 179 号 奥津
お く つ

～上
かみ

斎
さい

原
ばら

バイパス 

奥津
お く つ

～上
かみ

斎
さい

原
ばら

バイパスは、異常気象時交通規制区間および隘路区間の解消を目的とした、岡山県苫田
と ま た

郡
ぐん

鏡野町
かがみのちょう

馬場
ば ば

から鏡野町
かがみのちょう

上斎
かみさい

原
ばら

に至る延長約 22.8 ㎞のバイパス道路で平成 15 年 11 月に全線供用し

ました。 

奥津
お く つ

～上
かみ

斎
さい

原
ばら

バイパスの整備により、鏡野町
かがみのちょう

上齋
かみさい

原
ばら

（(旧)上斎原村
かみさいばらそん

：人口 948 人、面積 90.5 ㎡）が

新たに津山中央病院の 1時間カバー圏に入りました。 

事業位置図 

奥津
お く つ

～上
かみ

斎
さい

原
ばら

バイパス 

事業箇所 

現道部の様子（苫田郡鏡野町（旧奥津町）） 

第３次医療施設の１時間カバー圏の拡大エリア 

国道の整備前は、搬送に時間がかかり、症

状の悪化を招くケースも見られたが、現在は、

搬送時間が大幅に短縮されただけでなく、救

急車の走行時の振動等も軽減されたため、患

者に影響を与えることなく搬送が円滑に行え

るようになり、救急活動の質も向上しました。

広域消防組合担当者の声 

※旧市町村名で表示（H12 時点）

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。 
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（H19年度）

アウトカム指標値 

アウトカム指標値を示す図柄・データ等 

 テロなどに対する危機管理体制や保全対策を強化する。 7 

Ⅰ．安全・安心 Ⅱ．自然、歴史・文化 Ⅲ．競争力 Ⅳ．交流・連携 

アウトカム指標：管内の国際海上輸送の拠点となる重要な港湾において不正侵入を防止する施設整

備を完備している外航船用公共港湾施設の割合。 

100％      100％ 
引き続き外航船用公

共港湾施設を維持 

H19 年度までの目標値 H19 年度実績値 将 来 

0％ 

現 状（H14 年度） 

2001 年 9 月の米国同時多発テロ発生を契機

に 2002 年 12 月 IMO(国際海事機関)において

海上人命安全条約（SOLAS 条約）の改正がな

された。これを踏まえ、対象港湾施設におい

てハード及びソフト対策を講じ保全レベル

の向上を図ることとしており、この施設整備

が完了している割合。 

▼指標の解説 

【H14 年度（実績）】 【H19 年度（実績）】 

凡 例   ：整備済み

・外航船用港湾施設の保安対策の強化（管内で外国貿易を扱う全港） 

アウトカム指標を達成するための主要事業 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。 

Ｈ19 年度目標達成！ 

不正侵入を防止する施設整備を完備している 
外航船用公共港湾施設の割合 
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2001 年９月 11 日の米国同時多発テロ事件の発生を受け改正された、船舶及び港湾施設の保安の

確保を目的とする「1974 年の海上における人命の安全のための国際条約（ＳＯＬＡＳ条約）附属書」

（平成 14 年 12 月国際海事機関（ＩＭＯ）において改正）を担保するため、「国際航海船舶及び国

際港湾施設の保安の確保等に関する法律」が平成 16 年４月 14 日に公布されました。 

中国地方整備局としても、該当する施設に対し保安規定並びに保安対策に対し、支援しています。

 

 

 

 

 

 

 

【達成状況】 

法律による義務づけのため、港湾を管理する県、市、並びに占有する民間においても、すみやか

に実施され、指標を達成しています。 

 

 

 

 

今後、該当する施設を整備する場合は、法に則った整備が必要です。 

達成度報告（指標分析の詳細） 

今後の課題 

 

 ソーラス施設の設置は国際船舶・港湾保安法により義務づけであり常に 100％となるため、本指

標は廃止します。 

次期アウトカム指標への反映 

◆国際港湾施設とは？ 

国際航海船舶が利用する岸壁や停泊地等のことです。 

（法の義務がかかるのは、国際航海船舶が一定回数以上利用する重要港湾内の岸壁

や停泊地等に限られます） 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。 
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効 果 事 例 

 

 
 

 国際港湾施設に対し、保安対策を講じることにより、海上におけるテロ事件等の未然防

止に寄与します。 

 【事業概要】 

事業名①：中国地方整備局管内全域 

 

◆中国地方整備局管内の国際ふ頭公共施設 

※今回のフォローアップは、H19 年度目標に対する達成度を評価するものです。 
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